
少しお時間をいただいて、町会のみなさんが少しでも暮らしやすくなるのではないか、
というご提案をいたします。

自分は共同防除組合役員という立場にいます。防除の施設が作られてもう５０年６０年
経ち、機械場の故障や配管の不具合などが多く、その都度役員が修理していますが、年々
その故障が多くなり修理費は高くなってきています。共同防除組合も町会と同じく高齢化
が進み、決まった年金からなんとか防除費を工面しているというのが実情です。
それでもぶどう栽培をやめたり、金がかかるからといって機械場を壊すわけにはいきま
せん。なぜか。ぶどう栽培は、親戚、友人、子や孫、仕事先、様々な交流を深めてく
れるからです。
（資料配布）

町会もいろんな問題を抱えています。公民館建て替え費の心配。お宮の修理。高齢化、
町会の会員数の減少。心配事はたくさんあります。
でも、心配しているだけでは解決しない。少しでも先に進みたいと思い、
何かうまい方法はないかと農林水産省に聞いたところ「とてもいい交付金があるのでぜ
ひ使ってください。」という事で、すぐ県の担当者と松本市の担当者に連絡していただき
ました。

配布資料をご覧ください。
「多面的機能支払交付金」。（旧農地・水保全管理支払交付金）
これは仕事をした後で何割を補助するといった補助金ではなく、最初に全額支払われる
交付金です。この交付金を受けるために共同防除組合では、世代交代も視野に役員の
若い人たちを中心にして人件費や修理費を工面するために「橋倉ビジョン協議会」準
備室というものを立ち上げて申請の準備を進めています。
そこで、いま共同防除組合が進めている「多面的機能支払交付金制度」に町会も加わっ
て、一緒に町会会員の金銭的な負担を軽減しませんかという提案です。

みなさんが全員集まっているこの機会に賛同いただければ、町会とは別の組織にはなり
ますが町会と一緒に動くため、新しい町会長にも「橋倉ビジョン協議会」の役員になっ
ていただき、できるだけ早く今後のスケジュールや担当者などの擦り合わせをはじめよ
うと思います。
とりあえず間接的ではありますが資金調達の方法を見つけてきました。
これを使うかどうかはみなさんしだいです。



メリット
●町会の春秋作業の出席者に時間給を交付金で支払えます。
　（町会作業を欠席した人から出不足金を徴収する必要がありません）
●防護柵見回りや倒木処理の時間給やチェンソー使用料などを交付金で支払えます。
●協議会のイベントに協力した組織（子ども会等）に協力金を交付金で支払えます。

耕地課の試算によれば、約 32万円 ( 年 ) が
5年間交付されます。

V I S I O N
H A S H I K U R A

橋倉共同防除組合では、橋倉ビジョン協議会（仮称）準備室を作り、交付金を受けるための準備をして
います。町会も加わりませんか？

上記は畑（ぶどう畑りんご畑等）面積だけの試算です。

※５年後に田の所有者が南方町会の「南方農地保全組合」から抜けることができた場合は

交付金を受け取り、橋倉町会をもっと暮らしやすくしませんか？

多面的機能支払交付金
※対象活動をすることが条件。

※5年毎に申請すればずっと交付。

※5年毎に申請すればずっと交付されます。

６年後から田の面積が加算され、約７０～８０万円(年)が交付されます。

入山辺里山辺の組織




